
京町家の保全・継承等に係る寄付金の取扱業務 仕様書 

 

１ 業務名 

  京町家の保全・継承等に係る寄付金の取扱いに係る業務委託 

 

２ 本仕様書の位置付け 

  本仕様書は、受託者が実施すべき内容等について最低限度の基準を定めたものである。 

  したがって、受託候補者を選定するプロポーザルの提案内容を踏まえ、実際の業務委託契約

締結時には変更する可能性がある。 

  

３ 委託期間 

契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 委託金額の上限及び支払方法 

  寄付募集ページ構築及びシステム運用・保守費用として年間 120,000 円（消費税及び地方消

費税相当額を含む。）、かつ、決済ごとに要する手数料として 1件当たり 5.4％以内（消費税及

び地方消費税相当額を含む。1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。） 

 ※ 上記金額には、業務の提供に当たり発生する全ての費用を含む（追加費用の請求は不可）。 

 ※ 支払いは、業務終了後、受託者の請求に基づき 30 日以内に行う。 

 ※ 一部、月額利用料等に関しては、本市が月に定められた業務の完了を確認した後に、受託

者の請求に基づき 30 日以内に行う。 

 

５ 事業の概要 

本市では、京都らしい町並み景観及び生活文化の象徴である京町家を未来に継承するため、

平成 29 年 11 月に「京都市京町家の保全及び継承に関する条例」を制定し、個別の京町家や京

町家が集積している地区の指定制度や指定した京町家への補助制度など、様々な取組を展開し

ているところであり、今後も持続的に京町家の保全・継承に向けた所有者等への支援を行うと

ともに、更なる取組を展開していくために、本市の京町家の保全・継承に関する寄付受入基盤

を構築する。あわせて、鴨川の魅力を向上するための取組の寄付受入基盤を構築する。 

 

６ 業務の内容 

京町家の保全・継承等に係る寄付金の取扱いに関して以下の業務を行うこと。 

また、京町家の保全・継承、鴨川の魅力向上及び寄付促進など、委託金額以内で実施可能な

本事業の目的に適うと思われるアイデア等がある場合は、積極的に提案すること。 

⑴ 京町家の保全・継承等に係る寄付金の受付及び収納代行、寄付金の納付 

・ 本業務の受託者は、地方自治法第 231 条の 2第 6項の政令で定める指定納付受託者の

要件を満たすものであること。 

・ 使用できるクレジットカードのブランドは VISA、MasterCard、American Express、JCB

を必須とする。なお、寄付金の代理受納を行う者が加盟又は提供する国際ブランドマー

クが付された寄付金の代理受納を行う者以外の者が発行するクレジットカードの取り扱

いも可能であること。 

・ その他、銀行振込、口座振替、各種携帯電話会社キャリア決済、コンビニやペイジー

など寄付者の利便性向上に資する入金方法に対応するよう努めること。 



・ 取り扱う支払い回数は一括払いとすること。 

・ 受付サイトで受け付けた寄付金を本市に代わって収納し、本市に払い込む業務につい

ては、支払い方法の種類等を問わず毎月一定日を締切日とし、寄付金額を電磁的記録と

して本市に送付することによって報告するとともに、本市が発行する払込書により本市

が指定する金融機関に払い込むこと。当該仕様書に基づき収納する寄付金は公金である

ことから、収納した寄付金は必ず指定の期日までに行うこと。 

・ クレジットカード等納付による立替金を振り込む際の手数料は寄付金の代理受納を行

う者の負担とする。 

・ 寄付金の代理受納を行う者は、代理納付に関する金銭をその他の金銭と区別して管理

し、その保全のために必要な措置を講じること。 

⑵ 寄付金を募集するページの構築 

・ 受託者が運営するウェブページに、京都市京町家の総合情報サイト「京町家を未来へ」

や京都市情報館等からアクセスが可能な本事業に係る寄付金の募集ページを構築し、寄

付募集を行うこと。また、募集ページは、京町家と鴨川を分けて構築すること。 

・ 寄付申込みの案内等の情報をウェブページに掲載し、ウェブページから直接寄付の申

込み、銀行振込及びクレジットカード決済の手続を履践できる仕組みを構築すること。

また、ウェブページ内において寄付金の支払方法を分かりやすく説明すること。 

・ ウェブサイト上で、本市が寄付金の受入れ状況を随時確認できるようにすること。 

・ ウェブページの作成及び寄付者情報の取得等、本市担当者が編集管理作業を行える体

制を取ること。 

⑶ 寄付者情報の提供 

・ 寄付者から取得した個人情報を含むデータを安全かつ効率的に管理できるシステムを

実装し、システムのセキュリティについては、本市の個人情報保護法及び情報セキュリ

ティ対策の基準を順守すること。 

・ データベースは CSV 形式にてダウンロードできるようにすること。 

・ 寄付申込時に取得する個人情報等は次のものを想定している。 

  氏名、企業名、性別、生年月日、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、寄付

金額、決済方法、寄付目的、税控除申請の意思、寄付事実の公表の可否、コメント、そ

の他 

・ 取得する個人情報の内容は今後事業の展開に合わせて随時追加変更できるようにする

こと。 

⑷ 寄付金収納に係る本市等との連絡調整 

・ 本事業に係る本市等との連絡調整を行うこと。 

・ 受託者の運営するシステムの利用規約、利用条件を明示し、説明すること。 

・ 本事業の実施体制について明示すること。 

・ 本市の求めに応じ、適宜、寄付金収納に係るシステム保守等に必要なセキュリティ状

況等の照会に対応すること。 

⑸ 受託者の提案で行う広報業務 

受託者の提案で行う広報業務について、自由に提案を行い、本市と協議のうえ実施するこ

と。 

 

⑹ その他 

・ 寄付者からの問合せ等に真摯に対応すること。 



・ その他、業務の履行に当たり必要と認められることを適切に行うこと。 

 

７ その他 

⑴ 本業務を開始するに当たっては、本市と事前に十分な調整を行うこと。 

⑵  受託者は、履行期限内に円滑に事務が進められるよう、十分な体制で臨むこと。年度途中

で体制の強化が必要であれば、適宜、人員の補充等を行うこと。また、計画的な事務の推進

のため、工程表を作成し、本市の確認を受けること。 

⑶  受託者は、本業務の実施のために制作した著作物について、委託期間終了後、本市に全て

の著作権（著作権法第 27条及び第 28 条の権利を含む。）を無償で譲渡するものとする。 

⑷  受託者は、本業務の実施のために制作した著作物について、委託期間終了後、著作者人格

権の行使はしないものとする。 

⑸  本仕様書に記載のない事項又は仕様書に疑義が生じた場合は、本市と協議し、その決定に

従うこと。 

⑹  受託者は、契約期間中及び契約期間後において、本業務上知り得た秘密を第三者に漏らし

てはならない。 

⑺  受託者は、本市の文書による承認を得なければ、契約に係る義務の履行を第三者に委託し

（以下「再委託」という。）、契約に係る権利を第三者に譲渡し、又は契約に係る義務を第三

者に継承させてはならない。また、再委託の内容が一括再委託に該当すると判断される場合

には、本市は再委託について承認しない。 

⑻  受託者は、公金収納に当たっては、地方自治法、地方自治法施行令及び京都市会計規則そ

の他関係法令並びに京都市業務マニュアル「公金収納受託者の収納事務」を遵守し、疑義が

ある場合は、委託者と協議のうえ、確認すること。 

⑼  委託期間終了後、当該運営業務の受託者が変更になった場合は、適切に引き継ぎを行うこ

と。 

 


